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「総価契約単価合意方式の実施について」の一部改正について 

 

総価契約単価合意方式については、「総価契約単価合意方式の実施について」

（平成28年３月14日付け、国地契第79号、国官技第360号、国北予第79号）により、

その実施要領を定め、運用してきたところである。 

今般、後工事の請負契約を前工事の受注者と締結する工事において、前工事契約

後、後工事契約までに間接費の率式を改定した場合に対応するため、「総価契約単

価合意方式の実施について」を下記のとおり改正し、令和５年４月１日から適用す

ることとしたので、貴局においても適切に運用するとともに、遺漏無きよう措置さ

れたい。 

 

記 

（総価契約単価合意方式の実施についての一部改正） 

「総価契約単価合意方式の実施について」（平成28年３月14日付け、国地契第79

号、国官技第360号、国北予第79号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する

改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に

対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、改正前欄に掲げる対象規

定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前

欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 

 

改 正 後 改 正 前 



 ５．契約書及び特記仕様書における記載事項 

（１）（略） 

（２）特記仕様書における記載事項 

本方式を適用する工事においては、土木工事

共通仕様書第３編３－１－１－１（請負代金内

訳書及び工事費構成書）第２項、第６項及び第

７項の規定は適用しないものとする。この場合

において、受注者は請負代金額及び工期にかか

わらず工事費構成書の提示を求めることができ

るものとし、特記仕様書に次に掲げる事項を記

載するものとする。 

 

① 後工事がない工事の場合の記載例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．契約書及び特記仕様書における記載事項 

（１）（略） 

（２）特記仕様書における記載事項 

本方式を適用する工事においては、土木工事

共通仕様書第３編３－１－１－２（請負代金内

訳書及び工事費構成書）第２項、第６項及び第

７項の規定は適用しないものとする。この場合

において、受注者は請負代金額及び工期にかか

わらず工事費構成書の提示を求めることができ

るものとし、特記仕様書に次に掲げる事項を記

載するものとする。 

 

① 後工事がない工事の場合の記載例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第◇条 総価契約単価合意方式について 

（目的） 

１．本工事は、請負代金額の変更があった場

合における変更金額や部分払金額の算定を

行う際に用いる単価等をあらかじめ協議し

、合意しておくことにより、設計変更や部

分払に伴う協議の円滑化に資することを目

的として実施する総価契約単価合意方式の

対象工事である。 

（共通仕様書第３編３－１－１－２の適用） 

２．共通仕様書第３編３－１－１－２第２項

、第６項及び第７項に係る規定は適用しな

いものとする。 

   受注者は、契約書第３条第１項の規定に

基づき請負代金内訳書（以下「内訳書」と

いう。）を発注者に提出した後に、当該工

事の工事費構成書の提示を求めることがで

きるものとする。 

［注］：【】内は内訳書の提出を求めない場

合に記入。 

（合意単価の公表） 

３．発注者・受注者間で作成の上合意した単

価合意書は、公表するものとする。 

第◇条 総価契約単価合意方式について 

（目的） 

１．本工事は、請負代金額の変更があった場

合における変更金額や部分払金額の算定を

行う際に用いる単価等をあらかじめ協議し

、合意しておくことにより、設計変更や部

分払に伴う協議の円滑化に資することを目

的として実施する総価契約単価合意方式の

対象工事である。 

（共通仕様書第３編３－１－１－１の適用） 

２．共通仕様書第３編３－１－１－１第２項

、第６項及び第７項に係る規定は適用しな

いものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

（合意単価の公表） 

３．発注者・受注者間で作成の上合意した単

価合意書は、公表するものとする。 



② 後工事がある場合における前工事の場合

の記載例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．単価個別合意方式における請負代金額の変更 

請負代金額の変更に当たっては、契約書第25

条の規定に従い、単価合意書に記載された単価

を基礎として、請負代金額の変更部分の総額を

協議するものとする〔５．(1)②の契約書記載例

参照〕。なお、その際の予定価格の積算に当た

っては、以下の(1)から(3)までに留意するもの

とする。 

② 後工事がある場合における前工事の場合

の記載例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．単価個別合意方式における請負代金額の変更 

請負代金額の変更に当たっては、契約書第25

条の規定に従い、単価合意書に記載された単価

を基礎として、請負代金額の変更部分の総額を

協議するものとする〔５．(1)②の契約書記載例

参照〕。なお、その際の予定価格の積算に当た

っては、以下の(1)から(3)までに留意するもの

とする。 

第◇条 前工事及び後工事の関係にある工事に

おける総価契約単価合意方式について 

（目的） 

１．本工事は、請負代金額の変更があった場

合における変更金額や部分払金額の算定を

行う際に用いる単価等をあらかじめ協議し

、合意しておくことにより、設計変更や部

分払に伴う協議の円滑化に資することを目

的として実施する総価契約単価合意方式の

対象工事である。また、後工事の請負契約

を随意契約により前工事の受注者と締結す

る場合には、前工事において合意した単価

等を後工事において適用するものとする。 

（共通仕様書第３編３－１－１－２の適用） 

２．共通仕様書第３編３－１－１－２第２項

、第６項及び第７項に係る規定は適用しな

いものとする。 

受注者は、契約書第３条第１項の規定に

基づき請負代金内訳書（以下「内訳書」と

いう。）を発注者に提出した後に、当該工

事の工事費構成書の提示を求めることがで

きるものとする。 

［注］：【】内は内訳書の提出を求めない場

合に記入。 

（合意単価の公表） 

３．発注者・受注者間で作成の上合意した単

価合意書は、公表するものとする。 

第◇条 前工事及び後工事の関係にある工事に

おける総価契約単価合意方式について 

（目的） 

１．本工事は、請負代金額の変更があった場

合における変更金額や部分払金額の算定を

行う際に用いる単価等をあらかじめ協議し

、合意しておくことにより、設計変更や部

分払に伴う協議の円滑化に資することを目

的として実施する総価契約単価合意方式の

対象工事である。また、後工事の請負契約

を随意契約により前工事の受注者と締結す

る場合には、前工事において合意した単価

等を後工事において適用するものとする。 

（共通仕様書第３編３－１－１－１の適用） 

２．共通仕様書第３編３－１－１－１第２項

、第６項及び第７項に係る規定は適用しな

いものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

（合意単価の公表） 

３．発注者・受注者間で作成の上合意した単

価合意書は、公表するものとする。 



(1) 直接工事費及び共通仮設費（積上げ分）に

ついては、単価合意書に記載の単価に基づき

算出するものとする。なお、単価合意書に記

載のない単価の取扱いは、以下のとおりとす

る。 

・ 契約書第25条第１項第２号及び第３号に

掲げる場合は、変更前の細別（レベル４）

の合意比率（官積算単価に対する合意単価

の比率をいう。以下この項において同

じ。）に変更後の官積算単価を乗じて積算

するものとする。 

・ 既存の工種（レベル２）に種別（レベル

３）及び細別（レベル４）が追加された場

合は、変更前の当該工種（レベル２）の合

意比率に官積算単価を乗じて積算するもの

とする。 

・ 工種（レベル２）が新規に追加された場

合の直接工事費及び新規に細別(レベル４)

が追加された場合の共通仮設費（積上げ

分）については、官積算単価にて積算する

ものとする。 

 

９．包括的単価個別合意方式における請負代金額

の変更 

請負代金額の変更に当たっては、契約書第25

条の規定に従い、単価合意書に記載された事項

を基礎として、請負代金額の変更部分の総額を

協議するものとする〔５．(1)②の契約書記載例

参照〕。なお、その際の予定価格の積算に当た

っては、以下の(1)から(3)までに留意するもの

とする。 

(1) 直接工事費及び共通仮設費（積上げ分）に

ついては、単価合意書に記載の単価に基づき

積算するものとする。単価合意書に記載のな

い単価の取扱いは、以下のとおりとする。 

・ 契約書第25条第１項第１号及び第２号に

掲げる場合は、変更前の細別（レベル４）

の合意比率（官積算単価に対する合意単価

(1) 直接工事費及び共通仮設費（積上げ分）に

ついては、単価合意書に記載の単価に基づき

算出するものとする。なお、単価合意書に記

載のない単価の取扱いは、以下のとおりとす

る。 

・ 契約書第25条第１項第２号及び第３号に

掲げる場合は、細別（レベル４）の比率

（変更前の官積算単価に対する合意単価の

比率をいう。以下この項において同じ。）

に変更後の官積算単価を乗じて積算するも

のとする。 

・ 既存の工種（レベル２）に種別（レベル

３）及び細別（レベル４）が追加された場

合は、当該工種（レベル２）の比率に官積

算単価を乗じて積算するものとする。 

 

・ 工種（レベル２）が新規に追加された場

合の直接工事費及び新規に細別(レベル４)

が追加された場合の共通仮設費（積上げ

分）については、官積算単価にて積算する

ものとする。 

 

９．包括的単価個別合意方式における請負代金額

の変更 

請負代金額の変更に当たっては、契約書第25

条の規定に従い、単価合意書に記載された事項

を基礎として、請負代金額の変更部分の総額を

協議するものとする〔５．(1)②の契約書記載例

参照〕。なお、その際の予定価格の積算に当た

っては、以下の(1)から(3)までに留意するもの

とする。 

(1) 直接工事費及び共通仮設費（積上げ分）に

ついては、単価合意書に記載の単価に基づき

積算するものとする。単価合意書に記載のな

い単価の取扱いは、以下のとおりとする。 

・ 契約書第25条第１項第１号及び第２号に

掲げる場合は、細別（レベル４）の比率

（変更前の官積算単価に対する合意単価の



の比率をいう。以下この項において同

じ。）に変更後の官積算単価を乗じて積算

するものとする。 

・ 既存の工種（レベル２）に種別（レベル

３）及び細別（レベル４）が追加された場

合は、変更前の当該工種（レベル２）の合

意比率に官積算単価を乗じて積算するもの

とする。 

・ 工種（レベル２）が新規に追加された場

合の直接工事費及び細別(レベル４)が新規

に追加された場合の共通仮設費（積上げ

分）については、官積算単価にて積算する

ものとする。 

 

10．後工事の予定価格の積算 

(1) 当初契約の予定価格 

後工事の当初契約における予定価格の積算

は、以下の内容で実施することとする。 

  ① 直接工事費及び共通仮設費（積上げ分）

については、前工事の単価合意書に記載の

単価を補正（発注時期の違いによる機械経

費、労務費、材料費等の価格変動の補正）

したものを基に積算するものとする。 

   また、前工事の単価合意書に記載のない

単価の取扱いは、以下のとおりとする。 

・ 前工事の既存の細別（レベル４）に、

前工事とは施工条件が異なるものが追加

された場合は、前工事の細別（レベル

４）の合意比率（官積算単価に対する合

意単価の比率をいう。以下この項におい

て同じ。）に後工事の官積算単価を乗じ

て積算するものとする。 

・ 前工事の既存の工種（レベル２）に新

たに種別（レベル３）及び細別（レベル

４）が追加された場合は、前工事の当該

工種（レベル２）の合意比率に後工事の

官積算単価を乗じて積算するものとす

る。 

比率をいう。以下この項において同じ。）

に変更後の官積算単価を乗じて積算するも

のとする。 

・ 既存の工種（レベル２）に種別（レベル

３）及び細別（レベル４）が追加された場

合は、当該工種（レベル２）の比率に官積

算単価を乗じて積算するものとする。 

 

・ 工種（レベル２）が新規に追加された場

合の直接工事費及び細別(レベル４)が新規

に追加された場合の共通仮設費（積上げ

分）については、官積算単価にて積算する

ものとする。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



・ 工種（レベル２）が新規に追加された

場合の直接工事費及び細別(レベル４)が

新規に追加された場合の共通仮設費（積

上げ分）については、後工事の官積算単

価にて積算するものとする。 

② 共通仮設費（率分）、現場管理費、一般管

理費等については、①により算出した対象

額（７．(2)の対象額をいう。以下同じ。）

に、前工事の対象額に対する合意金額の比

率及び前工事の積算基準書の率式を利用し

た低減割合並びに積算基準書の率式の改定

に伴う調整率を乗じて算出するものとす

る。 

(2) 変更契約の予定価格 

   後工事の変更契約の予定価格の積算におい

ては、７．(1)(2)及び９．(1)(2)に代えて、以

下の内容で実施することとする。 

① 直接工事費及び共通仮設費（積上げ分）に

ついては、後工事の単価合意書に記載の単

価に基づき積算するものとする。後工事の

単価合意書に記載のない単価の取扱いは、

以下のとおりとする。 

・ 契約書第25条第１項第１号及び第２号

に掲げる場合は、変更前の細別（レベル

４）の合意比率に変更後の官積算単価を

乗じて積算するものとする。 

・ 既存の工種（レベル２）に種別（レベ

ル３）及び細別（レベル４）が追加され

た場合は、変更前の当該工種（レベル

２）の合意比率に官積算単価を乗じて積

算するものとする。 

・ 工種（レベル２）が新規に追加された

場合の直接工事費及び細別(レベル４)が

新規に追加された場合の共通仮設費（積

上げ分）については、官積算単価にて積

算するものとする。 

② 共通仮設費（率分）、現場管理費、一般管

理費等については、①により算出した対象

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別 添 

単 価 表 

 

 

 

 

 

 

※各項目の単価の費用内容は、新土木工事積

算大系用語定義集によるものとする。 

 

なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）

が追加された場合の直接工事費及び本単価表

に記載のない細別（レベル４）が追加された場

合の共通仮設費（積上げ分）については、変更

時の価格を基礎として協議する。 

別 添 

単 価 表 

 

 

 

 

 

 

※各項目の単価の費用内容は、新土木工事積

算大系用語定義集によるものとする。 

 

なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）

が追加された場合の直接工事費及び本単価表

に記載のない細別（レベル４）が追加された場

合の共通仮設費（積上げ分）については、変更

時の価格を基礎として協議する。 

額に、変更前の対象額に対する合意金額の

比率及び積算基準書の率式を利用した低減

割合並びに積算基準書の率式の改定に伴う

調整率を乗じて算出するものとする。 

 

11．印紙税の取扱い 

単価合意書は、印紙税法（昭和42年法律第23号

）別表第１第２号に掲げる請負に関する契約書で

契約金額の記載のないものに該当するとされてい

ることから、電磁的記録以外の方法により作成す

る場合、200円の収入印紙の貼付が必要となるこ

とに留意するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10．印紙税の取扱い 

単価合意書は、印紙税法（昭和42年法律第23号

）別表第１第２号に掲げる請負に関する契約書で

契約金額の記載のないものに該当するとされてい

ることから、電磁的記録をもって作成される場合

を除き、200円の収入印紙の貼付が必要となるこ

とに留意するものとする。 

 

 

 

 

 

附  則 

この通知は、令和５年４月１日から適用する。 

工事区分・工種・種別・細別 （略） 

（略） （略） 

現場環境改善費（率計上） （略） 

（略） （略） 

 

工事区分・工種・種別・細別 （略） 

（略） （略） 

イメージアップ（率計上） （略） 

（略） （略） 

 


